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お
知
ら
せ

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
人
に
加
入
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
20
歳
に
な
っ
た
人

に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
加
入

の
お
知
ら
せ
や
納
付
書
な
ど
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。
原
則
と
し
て
、
保

険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、

学
生
は
本
人
の
所
得
に
よ
り
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
学
生
納
付
特
例
制

度
が
あ
り
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
Ｈ
Ｐ
　「
国
民
年

金
の
加
入
と
保
険
料
の
ご
案
内
」
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問
合
せ
　
渋
川
年
金
事
務
所
国
民

年
金
課
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６

０
７

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）

の
申
告

　
法
人
や
個
人
が
事
業
を
営
む
た

め
に
所
有
し
て
い
る
構
築
物
や
機

械
、
装
置
、
工
具
、
器
具
、
備
品

な
ど
を
償
却
資
産
と
い
い
、
土
地

や
家
屋
と
同
様
に
固
定
資
産
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。
令
和
６
年
１
月

１
日
現
在
で
市
内
に
償
却
資
産
を

所
有
し
て
い
る
人
は
、
申
告
義
務

が
あ
り
ま
す
。

申
告
期
限
　
１
月
31
日
（
水
）

※
地
方
税
電
子
申
告
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
利
用
可

問
合
せ
　
税
務
課
資
産
税
係
☎

内
線
３
０
１
４
～
３
０
１
６

普
通
自
動
車
税
（
種
別
割
）

は
口
座
振
替
で

　
納
付
書
紛
失
な
ど
の
リ
ス
ク
も

な
く
、
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振

替
で
納
税
し
ま
し
ょ
う
。

申
込
み
　
金
融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
を
除
く
）、
行
政
県
税
事
務

所
、
市
窓
口
設
置
の
申
し
込
み
は

が
き
で
投と
う
か
ん函

申
込
期
限
　
随
時

※
令
和
６
年
５
月
の
自
動
車
税
の

振
替
は
２
月
末
必
着

そ
の
他
　
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

は
税
務
課
市
民
税
係
へ

問
合
せ
　
県
自
動
車
税
事
務
所
☎

０
２
７
・
２
６
３
・
４
３
４
３
、

利
根
沼
田
行
政
県
税
事
務
所
県
税

課
☎
２
２
・
４
３
３
６

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等

の
課
税
方
式
を
統
一

　
令
和
６
年
度
の
住
民
税
（
令
和

５
年
分
確
定
申
告
）
よ
り
、
課
税

方
式
を
所
得
税
と
一
致
す
る
改
正

が
あ
り
、
所
得
税
と
住
民
税
と
で

異
な
る
課
税
方
式
を
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
所
得

税
で
上
場
株
式
な
ど
の
配
当
所
得

や
譲
渡
所
得
を
申
告
す
る
と
、
こ

れ
ら
の
所
得
は
住
民
税
で
も
合
計

所
得
金
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
こ

の
た
め
、
扶
養
控
除
、
配
偶
者
控

除
の
適
用
、
非
課
税
判
定
、
国
民

健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
や
介
護
保
険
料
の
算
定
な

ど
に
影
響
が
出
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

問
合
せ
　
税
務
課
市
民
税
係
☎
内

線
３
０
１
１
、３
０
１
２

顔
認
証

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
暗
証
番
号
の
設
定
が
不
要
な
顔

認
証
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
導

入
さ
れ
、
健
康
保
険
証
や
本
人
確

認
書
類
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

対
象
　
市
民
（
従
来
の
カ
ー
ド
か

ら
も
切
り
替
え
で
き
ま
す
）

そ
の
他
　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
や
コ

ン
ビ
ニ
交
付
な
ど
、
暗
証
番
号
入

力
が
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
合
せ
　
市
民
課
管
理
戸
籍
係
☎

内
線
３
０
０
２

携
帯
基
地
局
か
ら
の
電
波

に
よ
る
テ
レ
ビ
受
信
障
害

　
新
し
い
周
波
数
帯
の
電
波
を
携

帯
電
話
用
と
し
て
利
用
す
る
に
あ

た
り
、
市
内
の
一
部
地
域
に
お
い

て
テ
レ
ビ
の
映
像
に
乱
れ
が
出
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
対
象
と
な
る

地
域
に
、
案
内
チ
ラ
シ
が
配
布
さ

れ
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
一
般
社
団
法
人
７
０
０

MHz
利
用
推
進
協
会
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
☎
０
１
２
０
・
７
０
０
・
０
１

２
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
、
午
前
９

時
～
午
後
10
時
）

※
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
つ
な
が
ら

な
い
場
合
☎
０
５
０
・
３
７
８
６
・

０
７
０
０

は
た
ち
の
献
血

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

1012768

1013848

1002319　
１
月
と
２
月
は
、
20
歳
を
迎
え

る
皆
さ
ん
に
献
血
へ
の
理
解
と
協

力
を
呼
び
掛
け
る
期
間
で
す
。
県

は
定
期
的
に
献
血
を
実
施
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

と
き
　
２
月
６
日
（
火
）
午
前
10

時
～

１１
時
45
分
、
午
後
１
時
～
４

時と
こ
ろ
　
テ
ラ
ス
沼
田
１
階
多
目

的
ス
ペ
ー
ス
（
受
付
場
所
）

対
象
　
16
歳
～
69
歳

※
65
歳
以
上
は
60
歳
～
64
歳
ま
で

に
献
血
経
験
が
あ
る
場
合
に
限
る

問
合
せ
　
群
馬
県
赤
十
字
血
液
セ

ン
タ
ー
☎
０
２
７
・
２
２
４
・
２
１

１
８
、
健
康
課
予
防
係
☎
内
線

３
１
７
０

広告


